
調剤をしていて ご質問をお寄せくだ

媛聞に思ったこと， さい。なお，回答は本箆

医師または患者さんに間 t に縄.することによってのみ行い

かれて困ったこと，医師に媛 日本薬剤師会| 烹ち.塑閉竺71'竺竺豆切焦点号黒雪..
健照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 笛さんの康問

にさき分野の・門家がおき言えいたします.

これまで，特定疾患治顕研究事業に係る処方

せんの場合，患者の霊給者証に記臆されてい

る所得区分を調剤レ包プトに転記することとなってい

ますが，患者から提示された霊給者証に所得区分が肥

田されていなかった場合は，どのようにすればよいの

でしょうか。

また，平戚21年10月から新たに11疾患が対愈とし

て追加されましたが，受信者証が苅象患者の手元に届

くまで多少時聞がかかると聞きました。受給者証が届

いていない患者の揖含は，一部負担金の取り撮い芯ど

はどうすればよいのでしょうか。(匿名希望)

所得区分に関する記号が記載されていない受

給者証のみを提示された場合には，調剤報酬

明細書(調剤レセプト)への転記は不要です。また，受

給者証が届いていない患者については，保険証に従っ

て通常の定率分の一部負担金を徴収してください (患者

への医療費助成は，療養費払いにて行われることにな

ります)。

〈受給者証に所得区分が記載されていない場合〉

特定疾患治療研究事業に係る処方せんについては，

保険薬局での患者の窓口負担はなく，調剤レセプトに

は，同事業に該当する公費負担医療制度の法別番号

(51)を記載する程度でした。

その後，同事業の高額療長費限度額が改正されたこ

とに伴い，受給者証に患者の所得区分 (適用区分)が記

載されることとなり，平成211r5月調剤(診療)分か

らは，医科レセプトおよび調剤レセプトのいずれにも，
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lまご容徹ください。また，特孫なケース

の質問は，嫁周され，ないこともありますのであら

かじめご3震ください.

「特記事項J欄に該当する記号を記載しなければならな

いことになりました(保険薬局での自己負担額の徴収に

ついては変更なし)。

ただし所得区分の受給者証への反映には時間を要

するとのことから，平成21年9月末に更新を終了する

までの聞は， ①更新前の受給者証のみを提示された場

合(余白に所得区分の記載なし)時「特記事項j欄への

記載は不要， ②更新前の受給者証と併せて13割」と記

載された高齢受給者証等を提示された場合時「特記事

項」欄に 117上位jと記載する， ①更新前の受給者証の

余白に所得区分の記載がある場合時所得区分に応じて

「特記事項」欄に記載する， ④更新前の受給者証と併せ

て限度額適用認定証を提示された場合時限度額適用認

定証の適用区分に応じて「特記事項」欄に記載するーー

との取り扱いが示されていました。

しかし平成21年9月末までに受給者証の更新作業

が完了していない地域もあることから， 10月1日以降

についても，従前通りの取り扱いとすることが示され

ています (表1)。

〈受給者証が交付されていない患者の場合〉

特定疾患治療研究事業における医療費助成の対象疾

患については，平成21年10月より新たに11疾患が追

加されています。しかし都道府県における患者の申

請手続きには時間を要するため，実際に受給者証が患

者の手元に届くまでには多少の時聞がかかるようで、す。

そのような場合には，保険薬局としては保険証に従っ

て一部負担金を徴収し，患者側にて療養費払いの手続

きが行われることになります(従来の取り扱いと同じ)。



表1 受給者証に所得区分の記載がない場合の取り扱い

(問2)

特定疾忠治療研究事業及び小児悦性特定疾忠治療研究事業

の受給者~J1等への所得 I~分の記械は，平成21年 9 月末までに
終了する予定であるとされているが.'f・成21"ド10月1日以降

であっても.保険者への所得の確認ができずに受給者証等に所

得区分が記載されていない場合がある この場合の特記事項へ

の記載方法如何。

(答)

受給者証等に所得区分の記載がない場合には，特記事項への

記載は不要である。(この場合.従前通り 「一般」所得18:分とし

て取り扱うこととなる。)

ただし，限度額適用認定証の交付を受けている場合には.と'i

該限度額適用認定証に記載された所得|玄分をもとに特記事項を

記載することとし 3刻の高齢受給者読を持っている場合に

は.現役並みとして特記事項を記載すること。

※平成21 年 10 月 28 J] ;1~務連絡(厚生労働省健康問払病対策課ほか)(敏粋〉

新型イン フ ル エ ン ザ の 流 行 に 伴 っ て ，タミフ

ルドライシロップが入手図鑑な状況です。そ

のような場合には，タミフル力プ包ルを脱力プ包ルし

表2 新型インフルエンザlこ係るタミフルの取り扱いについて

(問1)

Informalion 

て調剤することになりますが，自家製剤加算を算定す

ることは司能でしょうか。 (匿名需望)

差し支えありません。

新 型インフルエンザが流行している影響を受

けて，タミフルドライシロップ3%(成分名:オセルタ

ミピルリン酸塩)の供給量が需要を大幅に上回り，その

ため，現場では入手困難な状況になってしまっている

ようです。

ドライシロップ斉IJが入手できない場合には，カプセ

ル斉iJ(タミフルカプセル75mg)を脱カプセルし，賦形

剤を加えて調剤することになりますが，その際には，自

家製剤加算を算定することが認められています (表2)。

また， レセプト請求に当たっては， レセプ卜の 「摘要j

欄に「タミフルドライシロップ不足のため」などと記載

し，やむを得ない事情を明記しておくことが必要です。

新型インフルエンザの流行によりタミフルドライシロップ3%(成分名:オセルタミピルリン酸塩)の入手が剥難な場合において，当該製

剤の投与対象となる患者に対して.タミフルカプセル75mgを脱カプセルし，賦形弗lを力"えて調剤した上で交付した場合， EEi剤料の算定は

可能か。

(答)

新型インフルエンザの流行によりタミフルドライシロップ3%が入手困難な場合であって.当該薬剤の投与が必要な患者に対して.タミ

フルカプセル75mgをJJ見カプセルし調布lしたものをタミフルドライシロップ3%の用法・用量に従い投与した場合に限り.楽剤料の算定は

可能である。この場合.脱カプセルしたタミフルカプセル75mgに係る楽河J*Iについては.オセルタミピルの笑際の投与泣に相当する分

(例えば. 51:HUlでオセルタミピルとして令官1'262.5mg投与する場合は. タミフルカプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとし.院

内処jjの場合には医科レセプトの摘~欄に.院外処方の場合には調剤レセプ卜の摘要欄に，それぞれ「タミフルドライシロップ不足のためJ
等のやむを得ない事情を記載すること。

なお.タミフルドライシロ γプ3%の{'.I!fIJを優先することは当然であるが，その入手が凶難であり.かつ，医療上その投ヲが必要と判断

される状況においては.タミフルカプセル75mgを脱カプセルしてタミフルドライシロップ3%の刑法.m:ffi:に従い投与することについて.

本剤の服用方法や米同においても同様のβ法が推奨されていることに鑑み.有効性・安全性上. ドライシロップ3%と異なるような特段の

問題は生じないと考えている旨を医薬食品局帯査管理課に確認済みであることを附し添える。

(問2)

問1のようにタミフルカプセル75mgを脱カプセルし賦形斉IJを加えて調剤lしたトーで交付した場合.保険薬局は自家製剤加算を算定でき

るのか。また.入院中の忠者に対して問機の調剤をした上で投薬を行った場合には，保険医療機関は院内製剤加算を算定できるのか。

(答)
タミフルドライシロップ3%が入手図書量な場合であれば，それぞれ算定できる。

.s:平成21i~11 月 6 日事務述絡(り生労働省新卑!イン 7Jレエンザ対策推進本部) <{友粋〉
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